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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワークの加工になくてはならない必須送り軸と、必須ではない少なくとも１つの余剰送
り軸を有し、工具とワークとを相対移動させてワークを加工する加工方法において、
　前記必須送り軸は、互いに直交するＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の３つの直動送り軸でなり、前記
余剰送り軸は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸と平行な∪軸、∨軸、Ｗ軸のうち少なくとも１つの直動
送り軸でなり、前記余剰送り軸は、工具経路ごとに送りモータの反転位置を分散させてワ
ークを加工することを特徴とした加工方法。
【請求項２】
　ワークの加工になくてはならない必須送り軸と、必須ではない少なくとも１つの余剰送
り軸を有し、工具とワークとを相対移動させてワークを加工する加工方法において、
　前記必須送り軸は、互いに直交するＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の３つの直動送り軸でなり、前記
余剰送り軸は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸と平行な軸線周りに回転するＡ軸、Ｂ軸、Ｃ軸のうち少
なくとも１つの回転送り軸でなり、前記余剰送り軸は、同軸上に設けられ互いに反対方向
に回転する２つの送りモータを含み、工具経路ごとに送りモータの反転位置をなくしてワ
ークを加工することを特徴とした加工方法。
【請求項３】
　ワークの加工になくてはならない必須送り軸と、必須ではない少なくとも１つの余剰送
り軸を有し、工具とワークとを相対移動させてワークを加工する加工方法において、
　前記必須送り軸は、互いに直交するＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の３つの直動送り軸でなり、前記
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余剰送り軸は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸と平行な軸線周りに回転するＡ軸、Ｂ軸、Ｃ軸のうち少
なくとも１つの回転送り軸でなり、
　前記必須送り軸により曲線状の工具経路を形成し、前記余剰送り軸により前記工具経路
ごとに送りモータの反転位置を分散させてワークを加工することを特徴とした加工方法。
【請求項４】
　ワークを加工するための工具経路に沿った前記必須送り軸の動作と、前記工具経路ごと
に送りモータの反転位置を分散させる前記余剰送り軸の動作とを、前記工具経路の前記ワ
ークに対する相対位置が変化しないように重畳させる請求項３に記載の加工方法。
【請求項５】
　ワークの加工になくてはならない必須送り軸と、必須ではない少なくとも１つの余剰送
り軸を有し、工具とワークとを相対移動させてワークを加工する加工方法において、
　前記必須送り軸は、互いに直交するＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の３つの直動送り軸でなり、前記
余剰送り軸は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸と平行な軸線周りに回転するＡ軸、Ｂ軸、Ｃ軸のうち少
なくとも１つの回転送り軸でなり、
　前記必須送り軸により曲線状の工具経路を形成し、前記余剰送り軸により前記工具経路
ごとに送りモータの反転位置を分散させ、前記余剰送り軸がＡ軸またはＢ軸とＣ軸の２つ
の回転送り軸であり、Ａ軸またはＢ軸を所定の回転角度に割り出してワークを傾け、その
姿勢でワークをＣ軸方向に回転させ、前記工具経路の前記ワークに対する相対位置が変化
しないように、前記必須送り軸の動作と前記余剰送り軸の動作とを重畳してワークを加工
することを特徴とした加工方法。
【請求項６】
　ワークの加工になくてはならない必須送り軸と、必須ではない少なくとも１つの余剰送
り軸を有し、工具とワークとを相対移動させてワークを加工する工作機械の制御装置であ
って、
　前記必須送り軸による加工プログラムを実行する間、前記余剰送り軸の動作を含む反転
位置分散プログラムを実行し、ワークの加工面における送りモータの反転位置を分散させ
る重畳部を具備することを特徴とした工作機械の制御装置。
【請求項７】
　前記重畳部により前記加工プログラムの動作と反転位置分散プログラムの動作とが重畳
されたとき、前記加工面における送りモータの反転位置を工具経路ごとに演算する反転位
置シミュレーション部と、演算された送りモータの反転位置を表示する表示部とをさらに
具備する請求項６に記載の工作機械の制御装置。
【請求項８】
　工具の切刃がない部分とワークとの干渉チェックを行う干渉判定部をさらに具備する請
求項７に記載の工作機械の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転工具（フライス工具、軸付き砥石など）や、非回転工具（ヘール工具な
ど）を用いてワークとの間で相対移動させ、ワークに曲面やポリゴン形状を形成する加工
方法および工作機械の制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　工作機械は、種々の原因によって生じる駆動系の遅れのため、送り軸に運動誤差を生じ
ることがある。運動誤差を生じる原因の一例として、加工負荷の変動の他、工具経路の象
限が切り替わるときや送り軸の送りモータが反転するときに生じるいわゆる反転痕がある
。工具経路の象限が切り替わるときの反転痕は象限突起と称されている。反転痕は、加工
面に生じる食い込みや突起状の好ましくない加工痕であり、円切削加工、円弧切削加工、
楕円やうず巻形の曲線状切削加工などにおいて各軸の送り方向が反転するときに生じる。
例えば、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の直線送りによって曲面を加工する際、各軸の送りの方向が反



(3) JP 6076507 B2 2017.2.8

10

20

30

40

50

転するときに、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の送り装置（ボールねじ、軸受、案内装置等）のバック
ラッシ、弾性変形、摩擦抵抗による追従遅れのために運動誤差を生じ、それによって反転
痕が生じる。
【０００３】
　反転痕の発生を防止または抑制するために、特許文献１の発明では、送り軸の反転時の
速度指令に予め設定された加速速度を加えている。また、特許文献２の発明では、回転工
具とワークとを相対移動させワークを切削加工する工作機械において、加工中に回転工具
の位相を制御することによって反転痕の発生を防止している。また、特許文献３の発明で
は、エンドミルとワークとの切削点の送り速度ベクトルの向きと大きさが一定となるよう
に、ＮＣデータを作成し、マシニングセンタの運動精度誤差が加工面の仕上がり精度に与
える影響を抑制している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第２５５８５８０号公報
【特許文献２】特開２０１３－２０６３４２号公報
【特許文献３】特開２０１１－２２８９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の発明によれば、反転痕のサイズは小さくなるが、既述したように、反転痕
は、バックラッシ、弾性変形、摩擦抵抗等の機械系に不可避的に伴う原因によって、直動
送り軸の送り方向が反転するときに発生するので、反転痕の発生を排除することはできな
い。更に、反転痕は、直動送り軸の送り方向が反転するときに生じる、つまり１つの曲面
において接線または接平面の傾きの正負の符号が変化する領域に集中する。従って、多数
のピックフィードを与えて多数の工具経路に沿って工具を相対移動させて曲面を加工する
場合、個々の反転痕のサイズ（高さ）が加工誤差範囲に収まっても、多数の反転痕が集中
することによって、すじ状の加工痕として視覚的に目立ち、製品として用いることができ
ない場合が生じ得る。また、特許文献２の発明によれば、反転痕が生じない回転工具の位
相制御は、高速回転、高速送り領域では難しくなる問題がある。また、特許文献３の発明
によれば、マシニングセンタに含まれる各種機構や構造が有する運動精度誤差のうち、切
削点の送り速度ベクトルの向きと同じ方向に沿って生じる運動精度誤差がワークに転写さ
れることは防止できるが、エンドミルの周回工具経路は必ずＸ軸とＹ軸の象限切替り点を
通過する。と言うことは、加工中にＸ軸とＹ軸の送りモータが反転するので、大なり小な
り必ず反転痕は発生する。送りモータの反転位置を周回工具経路ごとに分散させるという
技術的思想は開示されていないので、依然として反転痕がすじ状に見える問題は解消され
ていない。
【０００６】
　本発明は、こうした従来技術の問題を解決することを技術課題としており、反転痕が特
定の領域に集中することなく、加工面の全体に分散するようにした、または反転痕を生じ
させないようにした加工方法および工作機械の制御装置を提供することを目的としている
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述の目的を達成するために、本発明によれば、ワークの加工になくてはならない必須
送り軸と、必須ではない少なくとも１つの余剰送り軸を有し、工具とワークとを相対移動
させてワークを加工する加工方法において、前記必須送り軸は、互いに直交するＸ軸、Ｙ
軸、Ｚ軸の３つの直動送り軸でなり、前記余剰送り軸は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸と平行な∪軸
、∨軸、Ｗ軸のうち少なくとも１つの直動送り軸でなり、前記余剰送り軸は、工具経路ご
とに送りモータの反転位置を分散させてワークを加工する加工方法が提供される。
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　また、本発明によれば、ワークの加工になくてはならない必須送り軸と、必須ではない
少なくとも１つの余剰送り軸を有し、工具とワークとを相対移動させてワークを加工する
加工方法において、前記必須送り軸は、互いに直交するＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の３つの直動送
り軸でなり、前記余剰送り軸は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸と平行な軸線周りに回転するＡ軸、Ｂ
軸、Ｃ軸のうち少なくとも１つの回転送り軸でなり、前記余剰送り軸は、同軸上に設けら
れ互いに反対方向に回転する２つの送りモータを含み、工具経路ごとに送りモータの反転
位置をなくしてワークを加工する加工方法が提供される。
　また、本発明によれば、ワークの加工になくてはならない必須送り軸と、必須ではない
少なくとも１つの余剰送り軸を有し、工具とワークとを相対移動させてワークを加工する
加工方法において、前記必須送り軸は、互いに直交するＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の３つの直動送
り軸でなり、前記余剰送り軸は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸と平行な軸線周りに回転するＡ軸、Ｂ
軸、Ｃ軸のうち少なくとも１つの回転送り軸でなり、前記必須送り軸により曲線状の工具
経路を形成し、前記余剰送り軸により前記工具経路ごとに送りモータの反転位置を分散さ
せてワークを加工する加工方法が提供される。
　更に、本発明によれば、ワークの加工になくてはならない必須送り軸と、必須ではない
少なくとも１つの余剰送り軸を有し、工具とワークとを相対移動させてワークを加工する
加工方法において、前記必須送り軸は、互いに直交するＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の３つの直動送
り軸でなり、前記余剰送り軸は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸と平行な軸線周りに回転するＡ軸、Ｂ
軸、Ｃ軸のうち少なくとも１つの回転送り軸でなり、前記必須送り軸により曲線状の工具
経路を形成し、前記余剰送り軸により前記工具経路ごとに送りモータの反転位置を分散さ
せ、前記余剰送り軸がＡ軸またはＢ軸とＣ軸の２つの回転送り軸であり、Ａ軸またはＢ軸
を所定の回転角度に割り出してワークを傾け、その姿勢でワークをＣ軸方向に回転させ、
前記工具経路の前記ワークに対する相対位置が変化しないように、前記必須送り軸の動作
と前記余剰送り軸の動作とを重畳してワークを加工する加工方法が提供される。
【０００８】
　また、本発明の他の特徴によれば、ワークの加工になくてはならない必須送り軸と、必
須ではない少なくとも１つの余剰送り軸を有し、工具とワークとを相対移動させてワーク
を加工する工作機械の制御装置であって、前記必須送り軸による加工プログラムを実行す
る間、前記余剰送り軸の動作を含む反転位置分散プログラムを実行し、ワークの加工面に
おける送りモータの反転位置を分散させる重畳部を具備することを特徴とした工作機械の
制御装置が提供される。
【０００９】
　本発明では、回転工具とワークとを相対移動させてワークを加工する加工方法において
、ワークに回転送りを付加し、前記ワークの加工面に生じる反転痕の位置を分散させるよ
うにできる。前記ワークは、前記回転工具の軸線周りに回転送りするようにできる。
【００１０】
　更に、２つの直動送り軸を制御して前記回転工具を１つの曲線経路に沿って前記ワーク
に対して相対移動させ、前記曲線経路に対して垂直な方向に前記回転工具にピックフィー
ドを与え、前記２つの直動送り軸を制御して前記回転工具を次の曲線経路に沿って前記ワ
ークに対して相対移動させ、これを繰り返して前記ワークに所望の曲面を形成する間、前
記２つの直動送り軸に対して垂直な送り軸に平行な軸線周りに前記ワークを回転させるよ
うにできる。
【００１１】
　前記曲面は凸状曲面としたり、或いは、前記曲面は凹状曲面とすることができる。
【００１２】
　また、本発明は、直交３軸の直動送り軸と少なくとも１つの回転送り軸とを有し、回転
工具とワークとを相対移動させてワークの曲面を加工する工作機械の制御装置において、
前記直交３軸の直動送り軸の２つの直動送り軸を同時制御して、前記回転工具を１つの曲
線経路に沿って前記ワークに対して相対移動させ、前記曲線経路に対して垂直な方向にピ
ックフィードを与え、前記２つの直動送り軸を同時制御して前記回転工具を隣接する次の
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曲線経路に沿って前記ワークに対して相対移動させ、これを繰り返して前記ワークに所望
の曲面を形成する加工プログラムを実行する間、前記２つの直動送り軸に対して垂直な直
動送り軸に平行な軸線周りに前記ワークを回転させる反転位置分散プログラムを実行し、
前記曲面に生じる反転痕の位置を前記曲線経路ごとに前記回転送りの方向に分散させる重
畳部を具備するようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、反転痕はワークの加工面に沿って略一様に分散する、または反転痕が
生じない。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１の実施形態による工作機械の制御装置のブロック図である。
【図２】本発明を適用する工作機械の一例を示す側面図である。
【図３】本発明の加工方法により加工されるワークの一例を示す斜視図である。
【図４】本発明の加工方法によるワークの加工シミュレーション結果を示す略図である。
【図５】従来技術により加工されたワークの略示平面図である。
【図６】本発明の第２の実施形態による工作機械の制御装置のブロック図である。
【図７】本発明の加工方法の他の例により加工されるワークの一例を示す斜視図である。
【図８】図７の矢視線VIII-VIIIに沿うワークの断面図である。
【図９】図７のワークを従来技術によって加工した場合に、Ｘ軸およびＹ軸サーボモータ
の反転によって形成される反転痕を示す斜視図である。
【図１０】図９のワークの平面図である。
【図１１】図７のワークを従来技術によって加工した場合に、Ｚ軸サーボモータの反転に
よって形成される反転痕を示す斜視図である。
【図１２】図１１のワークの平面図である。
【図１３】本発明の加工方法の変形例を示す工作機械の部分側面図である。
【図１４】本発明の加工方法の更に他の変形例を示す工作機械の一部を示す略図である。
【図１５】本発明の加工方法の更に変形例を示す工作機械の部分斜視図である。
【図１６】図１５の工作機械によって加工されるワークの一例を示す斜視図である。
【図１７】図１６のワークを従来技術によって加工した場合に、Ｚ軸サーボモータの反転
によって形成される反転痕を示す斜視図である。
【図１８】図１７の矢視線XVIII-XVIIIに沿う断面図である。
【図１９】本発明の加工方法により図１６のワークを加工した場合に形成される反転痕の
位置を示す略図断面図である。
【図２０】本発明の加工方法により図１６のワークを加工した場合に形成される反転痕の
分散を示す略図断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図２を参照すると、本発明を適用する工作機械の一例が示されている。図２において、
本発明の好ましい実施の形態による工作機械１００は、立形マシニングセンタを構成して
おり、工場の床面に固定された基台としてのベッド１０２、ベッド１０２の前方部分（図
２では左側部分）の上面で前後方向またはＹ軸方向（図２では左右方向）に移動可能に設
けられたＹ軸スライダ１０６、Ｙ軸スライダ１０６の上面に取り付けられた回転テーブル
１２０、ベッド１０２の後方部分（図２では右側部分）で同ベッド１０２の上面に固定さ
れたコラム１０４、該コラム１０４の前面で左右方向またはＸ軸方向（図２では紙面に垂
直な方向）に移動可能に設けられたＸ軸スライダ１０８、Ｘ軸スライダ１０８の前面で上
下方向またはＺ軸方向に移動可能に取り付けられ、主軸１１２を回転可能に支持する主軸
頭１１０を具備している。
【００１６】
　Ｙ軸スライダ１０６は、ベッド１０２の上面において水平なＹ軸方向（図２の左右方向
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）に延設された一対のＹ軸案内レール（図示せず）に沿って往復動可能に設けられており
、ベッド１０２には、Ｙ軸スライダ１０６をＹ軸案内レールに沿って往復駆動するＹ軸送
り装置として、Ｙ軸方向に延設されたボールねじ（図示せず）と、該ボールねじの一端に
連結されたＹ軸サーボモータ１１６が設けられており、Ｙ軸スライダ１０６には、前記ボ
ールねじに係合するナット（図示せず）が取り付けられている。Ｙ軸スライダ１０６には
、また、Ｙ軸方向のＹ軸スライダ１０６のＹ軸方向の座標位置を測定するＹ軸スケール（
図示せず）が取り付けられている。
【００１７】
　主軸頭１１０は、Ｚ軸に平行な鉛直方向に延びる中心軸線Ｌ周りに回転可能に主軸１１
２を支持している。主軸１１２は、Ｙ軸スライダ１０６に対面する先端部に回転工具Ｔを
装着するための工具装着穴（図示せず）が形成されている。主軸頭１１０は主軸１１２を
回転駆動するサーボモータ（図示せず）を有している。該サーボモータは、主軸頭１１０
のハウジングの外側に取り付けるようにできるが、主軸頭１１０のハウジング内面にステ
ーターコイル（図示せず）を設け、そして主軸１１２にローターコイル（図示せず）を配
設して所謂ビルトインモータとしてもよい。
【００１８】
　Ｘ軸スライダ１０８は、コラム１０４の上方部分の前面においてＸ軸方向に延設された
一対のＸ軸案内レール（図示せず）に沿って往復動可能に設けられている。コラム１０４
には、Ｘ軸スライダ１０８をＸ軸案内レールに沿って往復駆動するＸ軸送り装置として、
Ｘ軸方向に延設されたボールねじ（図示せず）と、該ボールねじの一端に連結されたＸ軸
サーボモータ１１４が設けられており、Ｘ軸スライダ１０８には、前記ボールねじに係合
するナット（図示せず）が取り付けられている。コラム１０４には、また、Ｘ軸スライダ
１０８のＸ軸方向の座標位置を測定するＸ軸スケール（図示せず）が取り付けられている
。
【００１９】
　主軸頭１１０は、Ｘ軸スライダ１０８の前面においてＺ軸方向（図２では上下方向）に
延設された一対のＺ軸案内レールに沿って往復動可能に設けられている。Ｘ軸スライダ１
０８には、主軸頭１１０をＺ軸案内レールに沿って往復駆動するＺ軸送り装置として、Ｚ
軸方向に延設されたボールねじ（図示せず）と、該ボールねじの一端に連結されたＺ軸サ
ーボモータ１１８が設けられており、主軸頭１１０には、前記ボールねじに係合するナッ
ト（図示せず）が取り付けられている。Ｘ軸スライダ１０８には、また、主軸頭１１０の
Ｚ軸方向の座標位置を測定するＺ軸スケール（図示せず）取り付けられている。回転工具
ＴはＺ軸送り装置によって、その中心軸線に沿って送られる。
【００２０】
　回転テーブル１２０は、Ｚ軸に平行な軸線周りに回転可能に設けられ、ワークＭを取り
付けるためのワーク取付面を有しており、前記軸線周りの回転送り軸であるＣ軸送り装置
を形成する。Ｙ軸スライダ１０６は、前記回転テーブル１２０を回転駆動するＣ軸サーボ
モータ１２２と、回転テーブル１２０の回転位置を測定するロータリーエンコーダのよう
な回転センサ（図示せず）とを備えている。
【００２１】
　Ｘ軸サーボモータ１１４、Ｙ軸サーボモータ１１６、Ｚ軸サーボモータ１１８、Ｃ軸サ
ーボモータ１２２およびＸ軸スケール、Ｙ軸スケール、Ｚ軸スケールおよび回転センサは
、工作機械１００を制御するＮＣ装置１０に接続されている。ＮＣ装置１０によって、Ｘ
軸サーボモータ１１４、Ｙ軸サーボモータ１１６、Ｚ軸サーボモータ１１８およびＣ軸サ
ーボモータ１２２へ供給される電力（電流値）が制御される。
【００２２】
　反転痕は、既述したように、加工面に生じる食い込みや突起などの不良部分であり、円
周、円弧、円筒面、球面、ポリゴン形状等を切削加工する場合において、接線の傾きの符
号が変わるとき、或いは、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の各直動送り軸の送り方向が反転するときに
生じる。例えば、図３に示すＯリングを成形するための金型を加工する場合、従来技術で
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は図５においてハッチングで示すように、反転痕は、ワークＭの円形溝Ｇの表面上でＸ軸
およびＹ軸の２つの直動送り軸の送り方向が反転する領域、つまりＸＹ平面内で円形溝Ｇ
の中心Ｏに関する各象限間の境界ＱＢに沿って集中的に発生する。本発明では、反転痕が
発生するような加工において、反転痕の発生を抑制するのでなく、反転痕を加工面の全体
に分散させるようになっている。反転痕の大きさを小さくする従来からの制御（例えば前
述の特許文献１の発明）を併用するのが好しい。
【００２３】
　本発明の加工方法を実施するためのＮＣ装置の一例を示すブロック図である図１を参照
すると、ＮＣ装置１０は、読取解釈部１２、補間部１４およびサーボ制御部１６を具備し
ている。読取解釈部１２は、後述する工具経路生成装置２０からの加工プログラムを読取
り解釈して移動指令を補間部１４へ出力する。この移動指令は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸および
Ｃ軸方向の送り量と送り速度とを含んでいる。
【００２４】
　補間部１４は、受け取ったＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸およびＣ軸移動指令を補間演算し、補間関
数および送り速度に合った位置指令をサーボ制御部１６に出力する。サーボ制御部１６は
、受け取ったＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸およびＣ軸の各位置指令から工作機械１００のＸ軸、Ｙ軸
、Ｚ軸およびＣ軸の各送り軸を駆動するための電流値を出力し、これがＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸
およびＣ軸のサーボモータ１１４、１１６、１１８、１２２に供給される。
【００２５】
　工具経路生成装置２０は、合成プログラム演算部２２、反転位置シミュレーション部２
４、表示部２６および干渉判定部２８を具備している。合成プログラム演算部２２には、
ワークＭを加工する加工プログラム３０と、ワークＭをＣ軸方向に回転送りする反転位置
分散プログラム３２とが入力される。
【００２６】
　加工プログラム３０および反転位置分散プログラム３２は、例えばＣＡＭ(Computer Ai
ded Manufacturing)装置のような加工プログラム生成装置（図示せず）からＬＡＮのよう
なコンピュータネットワークを介して合成プログラム演算部２２に入力することができる
。工具経路生成装置２０に、キーボードやタッチパネルのような入力装置（図示せず）を
設けて、オペレーターが該入力装置から合成プログラム演算部２２に加工プログラム３０
および反転位置分散プログラム３２を入力したり、或いは、合成プログラム演算部２２に
入力された加工プログラム３０および反転位置分散プログラム３２を編集できるようにし
てもよい。
【００２７】
　加工プログラム３０は、それ自体独立してワークＭを加工可能なプログラムであり、ワ
ークＭの加工に必要最低限の送り軸を制御するプログラムである。この加工プログラムに
よって制御される送り軸が必須送り軸となる。これに対して、反転位置分散プログラムは
、それ自体ではワークＭを加工することはできず、上記必須送り軸とは異なる送り軸であ
る余剰送り軸を制御するためのプログラムである。
【００２８】
　合成プログラム演算部２２は、加工プログラム３０および反転位置分散プログラム３２
に基づいて合成プログラムを生成する。該合成プログラムは、ＮＣ装置１０の読取解釈部
１２へ出力される。合成プログラムは、また、反転位置シミュレーション部２４へ送出さ
れ、該反転位置シミュレーション部２４において、ワークＭに創成される加工面が演算に
よってシミュレーションされる。シミュレーション結果に基づいて、反転痕の発生位置が
表示部２６にグラフィックおよび／または数値で表示することができる。反転痕の大きさ
もシミュレーションし、表示してもよい。
【００２９】
　また、干渉判定部２８は、合成プログラム演算部２２によって生成された合成プログラ
ムに基づき、工具Ｔの切刃がない部分またはシャンクやカッターボディとワークＭとが干
渉するか否か、或いは、工具Ｔと工作機械１００の静止した構成要素とが干渉するか否か
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を判定する。その結果、干渉しないと判定されると、当該合成プログラムの実行が可能な
状態となる。反対に合成プログラムを実行することによって干渉すると判定されると、当
該合成プログラムは実行不能となると同時に表示部２６に干渉の警告が表示される。
【００３０】
　ワークＭに円形溝Ｇを形成するための加工プログラム３０および回転テーブル１２０を
Ｃ軸方向に回転送りするための反転位置分散プログラム３２が、工具経路生成装置２０の
合成プログラム演算部２２に入力される。本実施形態において、加工プログラム３０は、
２つの直動送り軸のみを同時に制御して曲線を描くように回転工具ＴをワークＭに対して
相対移動させて加工する工程を含む加工プログラムである。
【００３１】
　図３の例では、加工プログラム３０は、回転工具としてのボールエンドミルＴを必須の
送り軸としてのＸ軸およびＹ軸の２つの直動送り軸を制御して、該ボールエンドミルＴを
１つの円形工具経路ＴＰに沿ってワークＭに対して相対移動させ、次いで、ボールエンド
ミルＴにＸ軸およびＺ軸方向にピックフィードを与え、Ｘ軸およびＹ軸の２つの直動送り
軸を制御して隣接する次の円形工具経路ＴＰに沿ってボールエンドミルＴをワークＭに対
して相対移動させ、これを繰り返してワークＭの上面に断面が半円形の１つの円形溝Ｇを
形成するための加工プログラムである。つまり、１つの円形工具経路ＴＰに沿ってボール
エンドミルＴをワークＭに対して相対移動させている間は、Ｚ軸送り装置は固定されてお
り、Ｘ軸およびＹ軸の２つの直動送り軸のみが制御される。円形工具経路ＴＰは、Ｏを中
心とした多数の同心円であり、ボールエンドミルＴは円形工具経路ＴＰに沿って何周回も
して円形溝Ｇを仕上げ加工する。
【００３２】
　これに対して、反転位置分散プログラム３２は、ワークＭの加工中に生じる反転痕を加
工面の全体に分散し、特定の部位に集中しないようにするために、前記１つの曲線である
円形工具経路ＴＰに沿ってボールエンドミルＴをワークＭに対して相対移動させるＸ軸お
よびＹ軸に垂直なＺ軸に平行な軸線周りの回転送り軸であるＣ軸方向に回転テーブル１２
０を回転させる（ワークＭをＣ軸方向に回転送りする）ためのプログラムである。本例で
は、Ｃ軸が少なくとも１つの余剰送り軸を提供する。Ｃ軸方向は、時計回りだけもしくは
反時計回りだけ、または時計回りと反時計回りとが混在するようにできる。後述するよう
に、反転位置分散プログラム３２は、Ｚ軸およびＷ軸を制御するプログラムや、搖動部材
をＢ軸方向に往復回転動作またはスイング動作させるプログラムを含むことができる。
【００３３】
　合成プログラム演算部２２は、加工プログラム３０を解析して円形溝ＧをワークＭの上
面に形成するための円形工具経路ＴＰを規定するコードを抽出する。更に、合成プログラ
ム演算部２２は、反転位置分散プログラム３２を解析してＣ軸送りのコードを抽出する。
合成プログラム演算部２２は、更に、抽出したＣ軸送りのコードから、加工プログラム３
０における円形溝Ｇのための円形工具経路ＴＰの原点の変化、例えば、図３の例では、円
形工具経路ＴＰを表す位置ベクトルＶP(TP)にＣ軸の中心軸線方向から見た円形溝Ｇの中
心Ｏの位置ベクトルＶP(CO)を加え、新たな工具経路（合成工具経路）を演算して合成プ
ログラムを生成する。位置ベクトルＶP(CO)の大きさは、Ｃ軸の中心と円形溝Ｇの中心Ｏ
とのずれ量に相当する。生成された合成プログラムには、Ｃ軸の中心と円形溝Ｇの中心Ｏ
とがずれてワークＭが回転テーブル１２０に取り付けられていても、工具とワークとの相
対位置が加工すべき円形工具経路ＴＰから逸脱しないように、Ｃ軸の回転送りに合わせて
ずれ量を補正するＸ軸およびＹ軸の同時制御の移動指令が加工すべき円形工具経路ＴＰの
Ｘ軸およびＹ軸の同時制御の移動指令に付加されている。尚、Ｃ軸の中心と円形溝Ｇの中
心Ｏとが一致するようにワークＭが回転テーブル１２０に取り付けられていれば、加工プ
ログラム３０と反転位置分散プログラム３２とを単純に合成すればよい。合成プログラム
演算部２２は、合成プログラムをＮＣ装置１０の読取解釈部１２および反転位置シミュレ
ーション部２４へ出力する。合成プログラム演算部２２は請求項８に記載の重畳部に相当
する。
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【００３４】
　ＮＣ装置１０は、既述したように、合成プログラム演算部２２からの合成プログラムに
基づいて、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸およびＣ軸の各サーボモータ１１４、１１６、１１８および
１２２を制御する。反転位置シミュレーション部２４は、合成プログラム演算部２２から
の合成プログラムに基づいてワークＭに形成される加工面および該加工面に発生する反転
痕の位置をグラフィックおよび／または数値で表示する。Ｘ軸サーボモータ１１４または
Ｙ軸サーボモータ１１６が反転するときの工具経路上のＸ、Ｙ、Ｃ軸位置を演算して表示
するのである。
【００３５】
　従来技術では、例えば、図３に示したＯリングを成形するための金型としてワークＭの
上面に円形溝Ｇを回転工具Ｔとしてのボールエンドミルによって形成する場合、反転痕は
、図５においてハッチングで示すように、ＸＹ平面内で円形溝Ｇの中心Ｏに関する各象限
間の４箇所の境界ＱＢに沿って集中的に発生する。これに対して、本実施形態によれば、
図４に示すように、反転痕ＱＰは円形溝Ｇの表面に沿って略一様に分散する。一様に分散
させるために、表示部２６に表示される反転痕の分散具合を見て、反転位置分散プログラ
ム３２のＣ軸の回転方向や回転速度を調整する必要がある。表示部２６があることにより
、この調整作業がし易くなる。例えば、外径φ１．５ｍｍのボールエンドミルを用い、内
径φ４９．６ｍｍ、溝幅５．７ｍｍの円形溝Ｇを加工する加工プログラム３０におけるピ
ックフィード部分を除いた円形工具経路ＴＰが、Ｏを中心とした３００本の同心円であり
、工具Ｔが３００回円形工具経路ＴＰに沿って周回する間に、１周回当り４個の反転痕が
隣接する円形工具経路ＴＰごとに少しずつずれて発生し、円形溝Ｇ全体で略一様に分散し
て見えるように、シミュレーションと表示を繰り返し、試行錯誤的に上記の調整作業を行
えばよい。従来は、反転痕を分散させていなかったため、円形溝Ｇに９０°おきに４箇所
の半径方向のすじが発生していて、このすじを除去する磨き作業が大変であったが、本発
明の加工方法を用いることにより磨き作業が不要になる。
【００３６】
　次に、図６を参照して、本発明の工作機械の制御装置の第２の実施形態を説明する。
　第２の実施形態において、図１のＮＣ装置１０と工具経路生成装置２０は、２系統制御
タイプのＮＣ装置４０によって置換されている。ＮＣ装置４０は、第１と第２の読取解釈
部４２、４４、重畳部４６、補間部４８、反転位置シミュレーション部５０、サーボ制御
部５２、表示部５４および干渉判定部５６を具備している。
【００３７】
　第１の読取解釈部４２は、加工プログラム３０を読取り解釈して第１移動指令を重畳部
４６へ出力する。この移動指令は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の直交３軸方向の送り量と送り速度
とを含んでいる。第２の読取解釈部４４は反転位置分散プログラム３２を読取り解釈して
第２移動指令を重畳部４６へ出力する。この第２移動指令はＣ軸の回転送りの方向と速度
とを含んでいる。
【００３８】
　重畳部４６は、第１と第２の読取解釈部４２、４４から出力される移動指令を重ね合わ
せる。つまり、第１の実施形態と同様に、例えば、図３の例において、円形工具経路ＴＰ
を表す位置ベクトルＶP(TP)にＣ軸の中心軸線方向から見た円形溝Ｇの中心Ｏの位置ベク
トルＶP(CO)を加えた重畳移動指令と、Ｃ軸の回転移動指令とを補間部４８に出力する。
補間部４８は、受け取った重畳移動指令およびＣ軸の回転移動指令の各々を補間演算し位
置指令をサーボ制御部５２に出力する。サーボ制御部５２は、受け取ったＸ軸、Ｙ軸、Ｚ
軸およびＣ軸の各位置指令から工作機械１００のＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸およびＣ軸の各送り軸
を駆動するための電流値を出力し、これがＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸およびＣ軸のサーボモータ１
１４、１１６、１１８および１２２に出力される。重畳部４６からの重畳移動指令は、実
際の加工に先立って反転位置シミュレーション部５０でシミュレーション演算され、反転
痕の発生する位置が表示部５４に表示される作用は、第１の実施形態と同様である。また
、干渉判定部５６も第１の実施形態の干渉判定部２８と同様に作用する。
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【００３９】
　重畳部、反転位置シミュレーション部、表示部は、第１の実施形態のように工具経路生
成装置２０、つまりＣＡＭ装置側に設けられる場合と、第２の実施形態のようにＮＣ装置
側に設けられる場合とがある。
【００４０】
　既述の実施形態では、Ｏリングを成形するための金型の加工に本発明を適用しているが
、本発明はこれに限定されない。例えば、本発明は、図７、８示すような３次元曲面を形
成するためにも適用することができる。図７、８において、ワークＭは滑らかな波形をし
た上面または加工面Ｓを有している。特に、上面または加工面Ｓは、図８に示すように、
Ｘ軸、Ｚ軸を含む平面（Ｘ－Ｚ平面）に平行な平面で切断した断面において、中心Ｏと交
差するようにＹ軸方向に延びる凹所ＲYと、凹所ＲYの両側部にＹ軸方向に延びる２つの畝
部Ｒ1、Ｒ2を有している。
【００４１】
　こうしたワークＭを必須の送り軸としてのＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の直動送り軸を制御して図
７に示すような同心円状の複数の工具経路ＴＰに沿って工具ＴをワークＭに対して相対移
動させて加工する場合、Ｘ軸、Ｙ軸送りモータの各々の回転方向の反転時に形成される反
転痕ＴＳx、ＴＳy（図９、１０）に加えて、Ｚ軸送りモータの回転方向が反転するときに
、図１１、１２に示すような反転痕ＴＳzが形成される。
【００４２】
　図９、１０に示す反転痕ＴＳx、ＴＳyは、既述したように、Ｃ軸を制御することによっ
てＣ軸回転送りの方向に分散させることが可能である。然しながら、Ｚ軸送りモータの反
転時に形成される反転痕ＴＳzは、Ｃ軸の制御では分散させることができない。そこで、
反転痕ＴＳzを分散させるために、図１３に示す実施形態では、Ｚ軸送り装置に加えて、
クイル１０９を主軸頭１１０に対して鉛直方向に相対的に上下動させる余剰送り軸として
のＷ軸送り装置を有している。
【００４３】
　図１３において、工作機械１００′は、余剰送り軸を提供するＷ軸送り装置として、ボ
ールねじ（図示せず）と、該ボールねじの一端に連結されたＷ軸サーボモータ１１１が設
けられており、クイル１０９には、前記ボールねじに係合するナット（図示せず）が取り
付けられている。主軸頭１１０には、また、クイル１０９のＷ軸方向の座標位置を測定す
るＷ軸スケール（図示せず）が取り付けられている。ワークＭから見た工具（ボールエン
ドミル）Ｔの相対的な位置をｘ、ｙ、ｚ、各軸の指令値をｍｘ、ｍｙ、ｍｚ、ｍｗとする
と、Ｗ軸を加えることによって、ｘ＝ｍｘ、ｙ＝ｍｙ、ｚ＝ｍｚ＋ｍｗとなる。Ｗ軸を加
えることによって、ワークＭに対するＺ軸方向の相対位置は指令値ｍｚ、ｍｗの組合せに
よって決定され、１つのＺ軸方向の相対位置を与える組合せは無限に存在する。例えば、
ｍｚ＝１０、ｍｗ＝－５という指令値の組合せと、ｍｚ＝－７、ｍｗ＝１２という指令値
の組合せは、ワークＭに対するＺ軸方向の相対位置という観点からは等価である。
【００４４】
　図１３の工作機械１００′によって図７～図１２のワークＭを加工する場合、回転工具
としてのボールエンドミルＴをＸ軸、Ｙ軸およびＺ軸の３つの直動送り軸を制御して、該
ボールエンドミルＴを１つの工具経路ＴＰに沿ってワークＭに対して相対移動させ、次い
で、ボールエンドミルＴにＸ軸およびＺ軸方向にピックフィードＰＦを与え、Ｘ軸、Ｙ軸
およびＺ軸の３つの直動送り軸を制御して隣接する次の工具経路ＴＰに沿ってボールエン
ドミルＴをワークＭに対して相対移動させ、これを繰り返してワークＭに滑らかな波形を
した上面または加工面Ｓを形成するための加工プログラムである。個々の工具経路ＴＰは
、Ｚ軸に垂直な平面（Ｘ－Ｙ平面）に投影すると円形となっている。つまり、Ｘ軸および
Ｙ軸は、円周に沿ってボールエンドミルＴを送るように制御され、その間、Ｚ軸は、ボー
ルエンドミルＴの先端が波形の上面Ｓに追従するように制御される。
【００４５】
　これに対して、反転位置分散プログラム３２は、ワークＭの加工中に生じる反転痕を加
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工面の全体に分散し、特定の部位に集中しないようにするために、Ｃ軸方向に回転テーブ
ル１２０を回転させる（ワークＭをＣ軸方向に回転送りする）と共に、Ｚ軸およびＷ軸を
制御して、Ｚ軸送り装置の反転時に形成される反転痕ＴＳzを加工面Ｓの全体に分散させ
るためのプログラムである。つまり、１つのＺ軸方向の相対位置に対して指令値ｍｚ、ｍ
ｗの組合せは無限に存在するので、本来のＺ軸への指令値をＺ軸とＷ軸とに適当に分配す
ることによって、Ｚ軸サーボモータ１１８の反転位置をワークＭの加工面Ｓの全体に分散
させることが可能となる。
【００４６】
　次に、図１４を参照すると、本発明の更に他の実施形態による工作機械１００″は、余
剰送り軸としてのＣ軸を形成する回転テーブル１２０が同軸に設けられた第１と第２の回
転テーブル１２１、１２３を具備している。この実施形態では、第１と第２の回転テーブ
ル１２１、１２３は互いに反対方向に、図１４の例では第１の回転テーブル１２１が時計
回りの方向Ｃ１へ、第２の回転テーブル１２３が半時計回りの方向Ｃ２に回転するように
なっている。第１の回転テーブル１２１への指令値をｃ１、第２の回転テーブル１２３へ
の指令値をｃ２とすると、ｃ１＋ｃ２がＣ軸への指令値となり、ワークＭの回転量となる
。このように、回転テーブル１２０を同軸に設けられ互いに反対方向に回転する第１と第
２の回転テーブル１２１、１２３によって形成することによって、モータの回転方向を反
転させることなく、Ｃ軸を制御可能となり、反転痕を発生させることなく加工が可能とな
る。
【００４７】
　既述した実施形態では、Ｚ軸に平行な軸線周りの回転送り軸であるＣ軸を回転させて円
形溝Ｇや波形の加工面に生じる反転痕を分散させるようにしたが、本発明はこれに限定さ
れず、例えば図１５に示す工作機械１００3のように、Ｙ軸に平行な軸線周りの回転送り
軸であるＢ軸を回転させるようにしてもよい。図１５は、回転工具Ｔとしてボールエンド
ミルを用い、Ｙ軸に平行な中心軸線Ｒを有した半円筒状の外周面ＳをワークＭに加工する
例を示している。工作機械１００3の回転テーブル１２０は、Ｙ軸スライダ１０６にＢ軸
を中心として揺動可能に取り付けられた搖動部材１３０の上面に取り付けられており、回
転テーブル１２０の上面にワークＭがその中心軸線ＲがＹ軸と平行になるように取り付け
られる。
【００４８】
　図１５の工作機械１００3では、ワークＭの外周面を加工する場合には、加工プログラ
ム３０は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸を回転工具ＴとしてのボールエンドミルをＹ軸方向のピック
フィードＰＦを与えつつＹ軸に平行なワークＭの中心軸線Ｒを中心とする複数の円弧に沿
ってワークＭに対して相対送りさせる加工プログラムである。つまり、前記複数の円弧の
１つに沿って加工する間は、Ｙ軸送り装置は固定されており、Ｘ軸とＺ軸の２つの直動送
り軸のみが制御される。その間、Ｃ軸は固定されている。反転位置分散プログラム３２は
、搖動部材１３０をＹ軸に平行な軸線周りの回転送り軸であるＢ軸方向に往復回転動作ま
たはスイング動作させるプログラムとなる。
【００４９】
　従来技術では、図１５のような加工を行う場合、反転痕は、ワークＭの外表面において
最も高い位置に中心軸線Ｒに平行な直線に沿って集中的に発生する。これに対して、本実
施形態によれば、反転痕はワークＭの外周面Ｓに沿って略一様に分散する。
【００５０】
　他の変形例として、回転テーブル１２０上に円錐形のワークを取り付け、ボールエンド
ミルにらせん形の工具経路を付与してワークの円錐外周面を加工する場合にも、反転痕の
位置を工具経路に沿って分散させることができる。この場合の隣接する工具経路は、らせ
んのリードだけ離れた１周分の工具経路のことを指す。また、ワークの加工面が平面で、
工具経路が円形やうず巻き形等の象限の切替わりを伴う形状の場合にも、同様に反転痕の
発生位置を工具経路に沿って分散させることができる。
【００５１】
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　更に、図１５に示した実施形態による工作機械１００3は、図１６のような、直方体状
のブロックの上面に凹所Ｒが形成された、例えばレンズ金型のようなワークＭを形成する
ために有効である。図１７に示すように、Ｙ軸およびＺ軸を制御して、凹状の底面（加工
面Ｓ）に沿う矢印ＰＤ方向に延びる複数の曲線状の工具経路ＴＰに沿って工具（ボールエ
ンドミル）Ｔを送ることによってワークＭを加工する場合、加工面Ｓには、各工具経路Ｔ
Ｐにおいて最も低い位置に反転痕ＴＳが形成され、この反転痕ＴＳはＸ軸方向に１列に配
置される。既述した実施形態のようにＣ軸を回転しても、この反転痕ＴＳの位置は図１８
に示すように変化することがない。
【００５２】
　そこで、図１５の工作機械１００3では、図１９に示すように、揺動部材１３０をＢ軸
方向に所定の角度θB、例えば１０°傾斜させた状態でＣ軸を回転させるようにしている
。これによって、図２０に示すように、領域Ｄの範囲内で反転痕ＴＳをＣ軸方向に分散さ
せることが可能となる。このように、図１５の工作機械１００3において、Ｂ軸方向に揺
動部材１３０を傾斜させてＣ軸を回転することによって、ワークＭに凹所Ｒを加工する場
合には、加工プログラム３０は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸を回転工具Ｔとしてのボールエンドミ
ルをＸ軸方向のピックフィードＰＦを与えつつＹ軸方向の複数の円弧曲線に沿ってワーク
Ｍに対して相対送りさせる加工プログラムである。反転位置分散プログラム３２は、Ｂ軸
を所定の角度θB傾け、Ｃ軸を所定回数回転させるプログラムである。この加工プログラ
ム３０と反転位置分散プログラム３２とを重畳させたときの工具経路は、Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ
軸、Ｃ軸の４軸同時制御となり、Ｃ軸が回転しながら、矢印ＰＤ方向の曲線と、矢印ＰＤ
と直交する方向のピックフィードとが生成される。このレンズ金型のような加工面を加工
するときは、必須送り軸をＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の直交３軸とし、余剰送り軸をＡ軸またはＢ
軸とＣ軸の２つの回転送り軸とすれば、反転痕を分散させることができ、通常の５軸マシ
ニングセンターで加工することができる。
【００５３】
　本実施形態では、回転工具としてボールエンドミルを用いる切削加工について述べたが
、軸付き砥石を用いる研削加工や、非回転工具であるヘール工具を用いた３次元平削り加
工にも本発明は適用できる。
【符号の説明】
【００５４】
　１０　　ＮＣ装置
　１２　　読取解釈部
　１４　　補間部
　１６　　サーボ制御部
　２０　　工具経路生成装置
　２２　　合成プログラム演算部
　２４　　反転位置シミュレーション部
　２６　　表示部
　３０　　加工プログラム
　３２　　反転位置分散プログラム
　１００　　工作機械
　１０２　　ベッド
　１０４　　コラム
　１１０　　主軸頭
　１１２　　主軸
　１２０　　回転テーブル
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